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(57)【要約】
【課題】不要な衝突回避動作によって搭乗者に与える煩
わしさの低減及び支援対象の拡大の両立を相応に図る。
【解決手段】走行支援装置（１２）は、車両が減速、停
止又は徐行することが道路標識及び道路標示の少なくと
も一方によって推奨されている所定領域内に人が位置す
るか否かを判定する判定手段（１２４）と、人が所定領
域内に位置すると判定された場合には、人が所定領域内
に位置しないと判定された場合と比較して、人と車両と
の衝突回避を支援するための衝突回避動作による車両の
挙動への介入量を大きくする及び／又は衝突回避動作を
開始するタイミングを早くするように、衝突回避動作を
行う支援手段とを備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の周辺に位置する人を検出する第１検出手段と、
　道路標識及び道路標示の少なくとも一方を検出する第２検出手段と、
　（ｉ）前記道路標識及び前記道路標示の少なくとも一方の内容、並びに、（ｉｉ）前記
人と前記道路標識及び前記道路標示の少なくとも一方との間の相対的な位置関係に基づい
て、前記車両が減速、停止又は徐行することが前記道路標識及び前記道路標示の少なくと
も一方によって推奨されている所定領域内に前記人が位置するか否かを判定する判定手段
と、
　前記人が前記所定領域内に位置すると判定された場合には、前記人が前記所定領域内に
位置しないと判定された場合と比較して、前記人と前記車両との衝突回避を支援するため
の衝突回避動作による前記車両の挙動への介入量を大きくする及び／又は前記衝突回避動
作を開始するタイミングを早くするように、前記衝突回避動作を行う支援手段と
　を備えることを特徴とする走行支援装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両と人との衝突回避を支援するための衝突回避動作を行うことが可能な走
行支援装置の技術分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、車両に並行して歩行しながら横断歩道に近付いている人が横断歩道上
で車両に接近する（つまり、車両と衝突する可能性がある）場合に衝突回避動作を行う一
方で、当該人が横断歩道上で車両に接近しない場合に衝突回避動作を抑制する走行支援装
置が記載されている。その結果、特許文献１に記載された走行支援装置によれば、不要な
（言い換えれば、過剰な）衝突回避動作によって搭乗者に与える煩わしさが低減される。
【０００３】
　その他、本願発明に関連する先行技術文献として、特許文献２があげられる。特許文献
２には、車両が備えるカメラによって認識された道路標示等を、画像や音声で搭乗者に知
らせる報知システムが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－０９３０４０号公報
【特許文献２】特開２０００－０６７３７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載された走行支援装置による支援対象は、不要な衝突回避動作によって
ドライバに与える煩わしさの低減を優先させるために、ある特定の動きをしている人（つ
まり、車両に並行して歩行しながら横断歩道に近付いている人）に限定されている。
【０００６】
　しかしながら、特定の動きをしていない人もまた、車両に接近する可能性がある。具体
的には、横断歩道に近づいている人のみならず、横断歩道の入り口で立ち止まっている人
もまた、横断歩道を横断し始めれば横断歩道上で車両に接近する可能性がある。更には、
横断歩道に近付いている人のみならず、車両が走行する可能性がある一方で人が歩行可能
な場所に位置する人もまた、当該場所で車両に接近する可能性がある。しかしながら、特
許文献１に記載された走行支援装置は、特定の動きをしていない人が車両に接近する（つ
まり、このような人が車両と衝突する可能性がある）と判定することはなく、特定の動き
をしていない人と車両との衝突回避を十分に支援できない可能性がある。このため、特許
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文献１に記載された走行支援装置は、不要な衝突回避動作によって搭乗者に与える煩わし
さの低減及び支援対象の拡大の両立の点で改善の余地がある。
【０００７】
　本発明は、不要な衝突回避動作によって搭乗者に与える煩わしさの低減及び支援対象の
拡大の両立を相応に図ることが可能な走行支援装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の走行支援装置の一態様は、車両の周辺に位置する人を検出する第１検出手段と
、道路標識及び道路標示の少なくとも一方を検出する第２検出手段と、（ｉ）前記道路標
識及び前記道路標示の少なくとも一方の内容、並びに、（ｉｉ）前記人と前記道路標識及
び前記道路標示の少なくとも一方との間の相対的な位置関係に基づいて、前記車両が減速
、停止又は徐行することが前記道路標識及び前記道路標示の少なくとも一方によって推奨
されている所定領域内に前記人が位置するか否かを判定する判定手段と、前記人が前記所
定領域内に位置すると判定された場合には、前記人が前記所定領域内に位置しないと判定
された場合と比較して、前記人と前記車両との衝突回避を支援するための衝突回避動作に
よる前記車両の挙動への介入量を大きくする及び／又は前記衝突回避動作を開始するタイ
ミングを早くするように、前記衝突回避動作を行う支援手段とを備える。
【０００９】
　本発明の走行支援装置の一態様によれば、道路標識及び道路標示の少なくとも一方（以
下、“道路標識等”と称する）に基づいて定まる所定領域内に人が位置する場合には、衝
突回避支援動作を行うことが可能である。このため、本発明の走行支援装置の一態様は、
車両が減速、停止又は徐行することが道路標識等によって推奨されている（つまり、安全
な走行が道路標識等によって促されている）所定領域に位置する人と車両との衝突回避を
適切に支援可能である。つまり、本発明の走行支援装置の一態様による支援対象は、車両
に並行して歩行しながら横断歩道に近付くという特定の動きをしていない人が支援対象と
なる場合よりも拡大される。
【００１０】
　更に、所定領域内に人が位置する場合には、安全な走行を車両に促している道路標識等
を考慮して、衝突回避を相応に優先させるように衝突回避動作を開始するタイミング及び
衝突回避動作による車両の挙動への介入量の少なくとも一方が調整される。一方で、所定
領域内に人が位置しない場合には、衝突回避動作によって搭乗者に与える煩わしさの低減
を相応に実現するように衝突回避動作及び衝突回避動作による車両の挙動への介入量の少
なくとも一方が調整される。このため、不要な（言い換えれば、過剰な）衝突回避動作に
よって搭乗者に与える煩わしさもまた相応に低減可能である。
【００１１】
　このように、本発明の走行支援装置の一態様は、不要な衝突回避動作によって搭乗者に
与える煩わしさの低減及び支援対象の拡大の両立を双方に図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、本実施形態の車両の構成を示すブロック図である。
【図２】図２は、本実施形態の走行支援動作の流れを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照しながら、走行支援装置の実施形態について説明する。以下では、走
行支援装置の実施形態が搭載された車両１を用いて説明を進める。
【００１４】
　（１）車両１の構成
　図１を参照しながら、本実施形態の車両１の構成について説明する。図１に示すように
、車両１は、外界センサ１１１と、内界センサ１１２と、上述した「走行支援装置」の一
具体例であるＥＣＵ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔ）１２と、アク
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チュエータ１３と、ＨＭＩ（Ｈｕｍａｎ　Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）装置１
４を備える。
【００１５】
　外界センサ１１１は、車両１の周辺の状況を検出する。本実施形態では特に、外界セン
サ１１１は、車両１の前方（ここでは、進行方向に沿った前方を意味する）に位置する歩
行者及び車両１の前方に存在する標識を検出する。本実施形態では、 “標識”は、道路
標識及び道路標示の少なくとも一方を意味するものとする。尚、道路標示は、道路上に設
置された表示板である。道路標示は、路面上に道路鋲、ペイント又は石等で描画された線
、記号又は文字である。本実施形態では、道路標示は、車線を区画する白線を含むものと
する。外界センサ１１１は、例えば、カメラ（例えば、単眼カメラ及びステレオカメラの
少なくとも一方）、レーダ（例えば、レーザレーダ及びミリ波レーダの少なくとも一方）
、ライダー（ＬＩＤＡＲ）、及び、路側機と通信可能な通信装置の少なくとも一つを含む
。外界センサ１１１は、外界センサ１１１は、外界センサ１１１の検出結果である外界情
報を、ＥＣＵ１２に出力する。
【００１６】
　内界センサ１１２は、車両１に関する車両情報を検出する。車両情報は、例えば、車両
１の速度、車両１の位置及び車両１のヨーレートを含む。この場合、内界センサ１１２は
、車両１の速度を検出可能な車速センサ、車両１の位置を検出可能なＧＰＳ受信機、及び
、車両１のヨーレートを検出可能な加速度センサ（いわゆる、ヨーレートセンサ）を含む
。内界センサ１１２は、内界センサ１１２の検出結果である車両情報を、ＥＣＵ１２に出
力する。
【００１７】
　ＥＣＵ１２は、車両１の全体の動作を制御する。本実施形態では特に、ＥＣＵ１２は、
外界センサ１１１が検出した歩行者と車両１との衝突回避を支援するための走行支援動作
を行う。但し、ＥＣＵ１２は、歩行者以外の人（例えば、自転車（或いは、その他の軽車
両）に乗った人や、車椅子に乗った人等）と車両１との衝突回避を支援するための走行支
援動作を行ってもよい。
【００１８】
　走行支援動作を行うために、ＥＣＵ１２は、ＥＣＵ１２の内部に論理的に実現される処
理ブロックとして又は物理的に実現される処理回路として、上述した「第１検出手段」の
一具体例である歩行者検出部１２１と、上述した「第２検出手段」の一具体例である標識
検出部１２２と、車道検出部１２３と、上述した「判定手段」の一具体例であるシーン判
定部１２４と、上述した「支援手段」の一具体例である走行支援部１２５とを備える。
【００１９】
　尚、歩行者検出部１２１から走行支援部１２５の夫々の動作については、後に図２等を
参照しながら詳述するが、以下にその概略について簡単に説明する。歩行者検出部１２１
は、外界情報に基づいて、車両１の前方に位置する歩行者を検出する。標識検出部１２２
は、外界情報に基づいて、車両１の前方に存在する標識を検出する。車道検出部１２３は
、外界情報に基づいて、歩行者検出部１２１が検出した歩行者が車道に位置しているか否
かを判定する。シーン判定部１２４は、歩行者検出部１２１の検出結果である歩行者情報
及び標識検出部１２２の検出結果である標識情報に基づいて、歩行者検出部１２１が検出
した歩行者が、停止・減速ゾーンに位置しているか否かを判定する。走行支援部１２５は
、歩行者検出部１２１が検出した歩行者と車両１との衝突回避を支援するように車両１を
制御するための衝突回避動作を行う。衝突回避動作は、アクチュエータ１３を制御して車
両１の挙動を制御する動作及びＨＭＩ装置１４を制御して車両１と歩行者とが衝突する可
能性があることを車両１の搭乗者に警告する動作の少なくとも一方を含む。
【００２０】
　アクチュエータ１３は、走行支援部１２５の制御下で、車両１と歩行者との衝突回避を
支援するように車両１の挙動を制御する。アクチュエータ１３は、例えば、スロットルア
クチュエータ、ブレーキアクチュエータ、及び、操舵アクチュエータの少なくとも一つを
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含む。スロットルアクチュエータは、車両１の駆動力を制御することで車両１の挙動を制
御可能である。ブレーキアクチュエータは、車両１の制動力を制御することで車両１の挙
動を制御可能である。操舵アクチュエータは、車両１の操舵方向を制御することで車両１
の挙動を制御可能である。
【００２１】
　ＨＭＩ装置１４は、走行支援部１２５の制御下で、車両１と歩行者とが衝突する可能性
があることを車両１の搭乗者に警告する。ＨＭＩ装置１４は、例えば、画像で警告を表示
可能なディスプレイ及び音声で警告を出力可能なスピーカの少なくともの一方を含む。
【００２２】
　（２）走行支援動作の流れ
　続いて、図２を参照しながら、本実施形態の走行支援動作の流れについて説明する。尚
、図２に示す走行支援動作は、ＥＣＵ１２によって、所定周期で繰り返し行われる。
【００２３】
　図２に示すように、歩行者検出部１２１は、外界センサ１１１から出力される外界情報
に基づいて、車両１の前方に歩行者が検出されたか否かを判定する（ステップＳ１０２）
。
【００２４】
　ステップＳ１０２の判定の結果、車両１の前方に歩行者が検出されていない（つまり、
車両１の前方に歩行者が位置していない）と判定される場合には（ステップＳ１０２：Ｎ
ｏ）、走行支援部１２５は衝突回避動作を行わない（ステップＳ１１１）。その後、ＥＣ
Ｕ１２は、図２に示す走行支援動作を終了する。
【００２５】
　他方で、ステップＳ１０２の判定の結果、車両１の前方に歩行者が検出された（つまり
、車両１の前方に歩行者が位置している）と判定される場合には（ステップＳ１０２：Ｙ
ｅｓ）、歩行者検出部１２１は、歩行者検出部１２１の検出結果である歩行者情報を、走
行支援部１２５に出力する。歩行者情報は、例えば、歩行者の有無を示す情報、歩行者の
位置を示す情報、歩行者の移動速度を示す情報及び歩行者の移動方向を示す情報を含む。
その後、走行支援部１２５は、内界センサ１１１から出力される車両情報及びステップＳ
１０２で検出された歩行者情報に基づいて、ステップＳ１０２で検出された歩行者が、緊
急回避領域内に位置するか否かを判定する（ステップＳ１０３）。緊急回避領域は、車両
１の挙動を変えなければ極めて短い第１時間以内（例えば、数秒以内）に車両１と当該緊
急回避領域に位置する歩行者とが衝突する可能性があるという観点から、車両情報に基づ
いて車両１の前方に設定される領域である。緊急回避領域は、典型的には、第１時間以内
に車両１が走行する領域である。
【００２６】
　ステップＳ１０３の判定の結果、歩行者が緊急回避領域内に位置すると判定された場合
には（ステップＳ１０３：Ｙｅｓ）、走行支援部１２５は、衝突回避動作を行う（ステッ
プＳ１０４）。特に、走行支援部１２５は、支援レベルを大レベルに設定した上で、衝突
回避動作を行う（ステップＳ１０４）。
【００２７】
　支援レベルは、衝突回避動作による支援強度を示す指標である。支援レベルは、支援強
度が強くなればなるほど大きくなる。後述するように、本実施形態では、例えば、支援レ
ベルは、大レベル、中レベル及び小レベルのいずれかに設定される。大レベルという支援
レベルで行われる衝突回避動作の支援強度は、中レベルという支援レベルで行われる衝突
回避動作の支援強度よりも強くなる。中レベルという支援レベルで行われる衝突回避動作
の支援強度は、小レベルという支援レベルで行われる衝突回避動作の支援強度よりも強く
なる。
【００２８】
　支援強度が強くなればなるほど、衝突回避動作による車両１の挙動への介入量が大きく
なる。例えば、支援強度が強くなればなるほど、衝突回避動作に起因した車両１の駆動力
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の制御量（言い換えれば、変動量）及び制御速度（言い換えれば、変動速度）の少なくと
も一方が大きくなる。典型的には、支援強度が強くなればなるほど、衝突回避動作に起因
した車両１の減速度が大きくなるように、駆動力の減少量及び減少速度の少なくとも一方
が大きくなる。例えば、支援強度が強くなればなるほど、衝突回避動作に起因した車両１
の制動力の制御量及び制御速度の少なくとも一方が大きくなる。典型的には、支援強度が
強くなればなるほど、衝突回避動作に起因した車両１の減速度が大きくなるように、制動
力の増加量及び増加速度の少なくとも一方が大きくなる。例えば、支援強度が強くなれば
なるほど、衝突回避動作に起因した車両１の操舵方向の制御量及び制御速度の少なくとも
一方が大きくなる。典型的には、支援強度が強くなればなるほど、衝突回避動作に起因し
た車両１の走行軌跡の乖離量（つまり、衝突回避動作が行われない場合の走行軌跡からの
乖離量）が大きくなるように、操舵方向の変動量及び変動速度の少なくとも一方が大きく
なる。例えば、支援強度が強くなればなるほど、衝突回避動作に起因した警告が強くなる
。典型的には、支援強度が強くなればなるほど、警告のための画像がより一層目立つ又は
警告のための音声が大きくなる。
【００２９】
　或いは、支援強度が強くなればなるほど、衝突回避動作による車両１の挙動への介入量
が大きくなることに加えて又は代えて、衝突回避動作が開始するタイミング（つまり、車
両１の挙動を制御し始めるタイミング又は警告を出力するタイミング）が早くなってもよ
い。
【００３０】
　ステップＳ１０４では、支援レベルを大レベルに設定されるため、衝突回避動作による
支援強度が最も強くなる。このため、ステップＳ１０４では、車両１の挙動への介入量が
最も大きい衝突回避動作が行われてもよい。これに加えて又は代えて、ステップＳ１０４
では、衝突回避動作が開始するタイミングが最も早くなるように、衝突回避動作が開始さ
れてもよい。典型的には、歩行者が緊急回避領域内に位置すると判定されてから即座に衝
突回避動作が開始されてもよい。その結果、車両１の挙動を変えなければ極めて短い第１
時間以内に車両１と歩行者とが衝突する可能性がある場合であっても、車両と歩行者との
衝突を適切に回避可能である。
【００３１】
　他方で、ステップＳ１０３の判定の結果、歩行者が緊急回避領域内に位置しないと判定
された場合には（ステップＳ１０３：Ｎｏ）、車道検出部１２３は、外界センサ１１１か
ら出力される外界情報に基づいて、車両１の前方の車道を検出する（ステップＳ１０５）
。例えば、車道検出部１２３は、外界情報に基づいて車道を区画する白線を検出すること
で、車道を検出してもよい。例えば、車道検出部１２３は、外界情報に基づいて車道を区
画する構造物（例えば、縁石やガードレール等）を検出することで、車道を検出してもよ
い。
【００３２】
　その後、走行支援部１２５は、ステップＳ１０２で検出された歩行者がステップＳ１０
５で検出された車道上に位置するか否かを判定する（ステップＳ１０６）。ステップＳ１
０６の判定の結果、歩行者が車道上に位置していないと判定された場合には（ステップＳ
１０６：Ｎｏ）、走行支援部１２５は衝突回避動作を行わない（ステップＳ１１１）。
【００３３】
　他方で、ステップＳ１０６の判定の結果、歩行者が車道上に位置していると判定された
場合には（ステップＳ１０６：Ｙｅｓ）、標識検出部１２２は、外界センサ１１１から出
力される外界情報に基づいて、車両１の前方に存在する標識を検出する（ステップＳ１０
７）。但し、標識検出部１２２は、外界情報に基づいて標識を検出することに加えて又は
代えて、標識が存在する地点情報を含む地図情報と車両情報が示す車両１の位置に基づい
て、標識を検出してもよい。標識検出部１２２は、標識検出部１２２の検出結果である標
識情報を、シーン判定部１２４に出力する。標識情報は、例えば、標識の位置を示す情報
及び標識の内容を示す情報を含む。
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【００３４】
　その後、シーン判定部１２４は、歩行者情報及び標識情報に基づいて、ステップＳ１０
２で検出された歩行者が停止・減速ゾーンに位置しているか否かを判定する（ステップＳ
１０８）。更に、シーン判定部１２４は、判定結果を走行支援部１２５に出力する。尚、
停止・減速ゾーンは、上述した「所定領域」の一具体例である。
【００３５】
　停止・減速ゾーンは、車両１が減速、停止又は徐行することが推奨されている領域を示
す。特に、停止・減速ゾーンは、標識検出部１２２が検出した標識によって車両１が減速
、停止又は徐行することが直接的に、間接的に、実質的に又は暗に推奨されている領域を
示すことが好ましい。更に、停止・減速ゾーンは、歩行者が歩行する可能性があることが
標識によって直接的に、間接的に又は暗に示唆しており且つそれゆえに車両１が減速、停
止又は徐行することが標識によって推奨されている領域を示すことが好ましい。以下、説
明の便宜上、車両１が減速、停止又は徐行することを推奨する（好ましくは、更に、歩行
者が歩行する可能性があることを示唆する）標識を、“特定標識”と称する。
【００３６】
　特定標識の一具体例として、例えば、交差点（例えば、十字型道路交差点、Ｔ字型道路
交差点、又は、ト字型道路交差点）が存在することを示す警戒標識があげられる。この特
定標識は、交差点の存在を搭乗者に知らしめて安全な走行を促していると共に、車両が走
行している一の道路に交差している他の道路に沿って歩行してくる歩行者が一の道路を横
断してくる可能性があることを暗に示しているとも言える。このため、この警戒標識は、
特定標識の一具体例と言える。
【００３７】
　特定標識の一具体例として、例えば、学校、幼稚園又は保育所が存在することを示す警
戒標識があげられる。この特定標識は、学校、幼稚園又は保育所の存在を搭乗者に知らし
めてその付近での安全な走行を促していると共に、学校、幼稚園又は保育所から児童が飛
び出してくる可能性があることを間接的に示しているとも言える。このため、この警戒標
識は、特定標識の一具体例と言える。
【００３８】
　特定標識の一具体例として、例えば、横断歩道に相当する道路標示があげられる。この
特定標識は、横断歩道を横断する歩行者に配慮した安全な走行を促していると共に、歩行
者が横断歩道を横断してくる可能性があることを直接的に示しているとも言える。このた
め、この道路標示は、特定標識の一具体例と言える。
【００３９】
　その他、特定標識の一具体例として、踏切が存在することを示す警戒標識若しくは指示
標識、道路工事が行われていることを示す警戒標識、信号機が存在することを示す警戒標
識、動物等が飛び出すおそれがあることを示す警戒標識若しくは指示標識、徐行を義務付
ける規制標識、一時停止を義務付ける規制標識、前方に優先道路が存在することに起因し
て徐行又は一時停止を義務付ける規制標識、通学路が存在することを示す指示標識、通学
路が存在することを示す指示標識、通学路が存在することを示す指示標識、停止線が存在
することを示す補助標識、横断歩道若しくは自転車横断帯が存在することを示す補助標識
、停止線に相当する道路標示、前方で交差する他の道路が優先道路であることを示す道路
標示、前方に横断歩道が存在することを予告する道路標示、停止線に相当する道路標示及
び制限速度を示す道路標示等が挙げられる。
【００４０】
　停止・減速ゾーンは、例えば、特定標識を起点に車道上に広がる領域であって且つ当該
特定標識が注意喚起の対象としている領域である。例えば、特定標識が、一時停止するこ
とを車両１に要求している道路標識である場合には、停止・減速ゾーンは、当該特定標識
を起点に車道上に広がる領域であって且つ当該特定標識が注意喚起の対象としている一時
停止位置（典型的には、一時停止線が描画された位置）を含む所定の広さの領域であって
もよい。例えば、特定標識が、横断歩道に相当する道路標示である場合には、停止・減速
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ゾーンは、当該特定標識が描画された領域（つまり、横断歩道が描画された領域）であっ
てもよいし、当該横断歩道を包含する、車道上に広がる領域であってもよい。
【００４１】
　シーン判定部１２４は、上述した観点から、標識情報（特に、標識の内容及び位置）に
基づいて停止・減速ゾーンを設定する。その後、シーン判定部１２４は、歩行者情報（特
に、歩行者の位置）に基づいて、歩行者が停止・減速ゾーンに位置するか否かを判定する
。尚、停止・減速ゾーンが特定標識（特に、特定標識の内容及び位置）に基づいて定まる
領域であるがゆえに、歩行者情報及び標識情報に基づいて歩行者が停止・減速ゾーンに位
置するか否かを判定する動作は、標識の内容及び標識と歩行者との間の相対的な位置関係
に基づいて歩行者が停止・減速ゾーンに位置するか否かを判定する動作と等価であると言
える。
【００４２】
　ステップＳ１０８の判定の結果、歩行者が停止・減速ゾーンに位置すると判定された場
合には（ステップＳ１０８：Ｙｅｓ）、走行支援部１２５は、衝突回避動作を行う（ステ
ップＳ１０９）。特に、走行支援部１２５は、支援レベルを、ステップＳ１０４で設定さ
れた大レベルよりも小さい中レベルに設定した上で、衝突回避動作を行う（ステップＳ１
０９）。
【００４３】
　他方で、ステップＳ１０８の判定の結果、歩行者が停止・減速ゾーンに位置しないと判
定された場合には（ステップＳ１０８：Ｎｏ）、走行支援部１２５は、衝突回避動作を行
う（ステップＳ１１０）。特に、走行支援部１２５は、支援レベルを、ステップＳ１０９
で設定された中レベルよりも小さい小レベルに設定した上で、衝突回避動作を行う（ステ
ップＳ１１０）。
【００４４】
　支援レベルが大きくなるほど（つまり、支援強度が強くなるほど）、衝突回避動作によ
る車両１の挙動への介入量が大きくなってもよいことは上述したとおりである。このため
、本実施形態では、歩行者が停止・減速ゾーンに位置すると判定された場合には、歩行者
が停止・減速ゾーンに位置しないと判定された場合と比較して、衝突回避動作による車両
１の挙動への介入量が大きくなる。逆に言えば、歩行者が停止・減速ゾーンに位置しない
と判定された場合には、歩行者が停止・減速ゾーンに位置すると判定された場合と比較し
て、衝突回避動作による車両１の挙動への介入量が小さくなる。つまり、衝突回避動作が
抑制される。
【００４５】
　或いは、支援レベルが大きくなるほど（つまり、支援強度が強くなるほど）、衝突回避
動作が開始するタイミングが早くなってもよいことは上述したとおりである。このため、
本実施形態では、歩行者が停止・減速ゾーンに位置すると判定された場合には、歩行者が
停止・減速ゾーンに位置しないと判定された場合と比較して、衝突回避動作が開始するタ
イミングが早くなる。逆に言えば、歩行者が停止・減速ゾーンに位置しないと判定された
場合には、歩行者が停止・減速ゾーンに位置すると判定された場合と比較して、衝突回避
動作が開始するタイミングが遅くなる。つまり、衝突回避動作が抑制される。
【００４６】
　例えば、走行支援部１２５は、歩行者が停止・減速ゾーンに位置すると判定されてから
衝突回避動作が実際に開始されるまで要する時間が、歩行者が停止・減速ゾーンに位置し
ないと判定されてから衝突回避動作が実際に開始されるまで要する時間よりも短くなるよ
うに、衝突回避動作を開始してもよい。例えば、走行支援部１２５は、歩行者が停止・減
速ゾーンに位置すると判定されてから第１の衝突回避条件が成立した場合に衝突回避動作
を開始すると共に、歩行者が停止・減速ゾーンに位置しないと判定されてから第１の衝突
回避条件よりも厳しい（つまり、成立しにくい）第２の衝突回避条件が成立した場合に衝
突回避動作を開始してもよい。
【００４７】
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　尚、衝突回避条件は、例えば、上述した緊急回避領域を定義するために用いられた第１
時間以内に車両１と歩行者とが衝突する（つまり、車両１と歩行者とが同じ位置に位置す
る）可能性はないものの、車両１と歩行者とが衝突することになるまでに要する時間が所
定の第２時間未満であるという条件であってもよい。この場合、歩行者が停止・減速ゾー
ンに位置すると判定された場合に用いられる第２時間が、歩行者が停止・減速ゾーンに位
置しないと判定された場合に用いられる第２時間よりも長くなるように第２時間が設定さ
れれば、歩行者が停止・減速ゾーンに位置すると判定された場合に衝突回避動作が開始す
るタイミングは、歩行者が停止・減速ゾーンに位置しないと判定された場合に衝突回避動
作が開始するタイミングよりも早くなり得る。
【００４８】
　（３）技術的効果
　以上説明したように、本実施形態の走行支援装置（つまり、本実施形態のＥＣＵ１２）
は、標識（特に、特定標識）に基づいて定まる停止・減速ゾーン内に歩行者が位置する場
合には、衝突回避支援動作を行うことが可能である。つまり、本実施形態の走行支援装置
は、標識と歩行者との間の相対的な位置関係に基づいて、衝突回避支援動作を行うことが
可能である。このため、本実施形態の走行支援装置は、車両１が減速、停止又は徐行する
ことが標識によって推奨されている（言い換えれば、安全な走行が標識によって促されて
いる）停止・減速ゾーンに位置する歩行者と車両１との衝突回避を適切に支援可能である
。つまり、本実施形態の走行支援装置は、車両１に並行して歩行しながら横断歩道に近付
くという特定の動きをしていない歩行者と車両１との衝突回避を適切に支援可能である。
【００４９】
　更に、停止・減速ゾーン内に歩行者が位置すると判定された場合には、停止・減速ゾー
ンでの安全な走行を車両１に促している標識を考慮して、本実施形態の走行支援装置は、
停止・減速ゾーン内に歩行者が位置しないと判定された場合と比較して、衝突回避動作を
開始するタイミングを相対的に早くしたり、衝突回避動作による車両１の挙動への介入量
を相対的に大きくしたりする。つまり、本実施形態の走行支援装置は、停止・減速ゾーン
内に歩行者が位置すると判定された場合には、停止・減速ゾーン内に歩行者が位置しない
と判定された場合と比較して、支援強度が相対的に強い衝突回避動作を行うことで、衝突
回避動作によって搭乗者に与える煩わしさの低減よりも衝突回避を優先させている。一方
で、停止・減速ゾーン内に歩行者が位置しないと判定された場合には、衝突回避動作によ
って搭乗者に与える煩わしさの低減を相応に実現するために、本実施形態の走行支援装置
は、衝突回避動作を開始するタイミングを相対的に遅くしたり、衝突回避動作による車両
１の挙動への介入量を小さくしたりする。このため、つまり、本実施形態の走行支援装置
は、停止・減速ゾーン内に歩行者が位置しないと判定された場合には、停止・減速ゾーン
内に歩行者が位置すると判定された場合と比較して、支援強度が相対的に弱い衝突回避動
作を行うことで、不要な（言い換えれば、過剰な）衝突回避動作によって搭乗者に与える
煩わしさをまた相応に低減可能である。
【００５０】
　このように、本実施形態の走行支援装置は、車両１に並行して歩行しながら横断歩道に
近付くという特定の動きをしていない歩行者と車両１との衝突回避を適切に支援しつつも
、不要な衝突回避動作によって搭乗者に与える煩わしさを相応に低減することができる。
つまり、本実施形態の走行支援装置は、不要な衝突回避動作によって搭乗者に与える煩わ
しさの低減及び支援対象の拡大の両立を相応に図ることができる。
【００５１】
　尚、本発明は、請求の範囲及び明細書全体から読み取るこのできる発明の要旨又は思想
に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴う走行支援装置もまた本発明
の技術思想に含まれる。
【符号の説明】
【００５２】
　１　車両
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　１２　ＥＣＵ
　１２１　歩行者検出部
　１２２　標識検出部
　１２３　車道検出部
　１２４　シーン判定部
　１２５　走行支援部

【図１】 【図２】
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